
　令和３年４月１日から建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事対象となる全ての部材について、

石綿が含まれいるかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し（事前調査）、調査結果の記録を３年

間保存することが義務付けられました。

　また、令和５年１０月１日から、上記「事前調査」を行う場合、厚生労働大臣が定める講習を修了し

た者等に行わせなければならないとされました。本講習は事前調査を行うために必要な資格を付与する

ための講習会です。

※講習は、テキスト（日本語）を使用しての講義となります。

現地調査の実際と留意点③  １時間

 １時間

 1.5時間

　　　ある場合は、修了考査を受験できません。

（２）修了考査に合格された方には、「修了証明書」を後日交付します。

（３）修了考査に不合格の方には、「受講証明書」を後日交付します。

　 　　(「受講証明書」は修了考査を再受験する際に必ず必要となる書類です。)

（１）全講習科目を受講した方のみ、修了考査を受講することができます。欠席した科目が一科目でも

修了考査

現地調査の実際と留意点②

　次頁「受講資格一覧表」にてご確認ください。

  【講習内容】

　【受講資格】

　【修了証明書】

建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識１

建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識２

◎講習、修了考査ともに免除科目はありません。

石綿含有建材の建築図面調査①

石綿含有建材の建築図面調査②

現地調査の実際と留意点①

１日目

２日目

1.5時間

1.5時間

建築物石綿含有建材調査報告書の作成

 １時間

 １時間

            　         建築物石綿含有建材調査者講習(一般)について

講習時間

 ２時間

 ２時間

講　習　科　目



〔受講資格一覧表〕

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

環境行政（石綿の飛散の防止に関するものに限る。）に関して２年以上の実務経験

を有する者

平成１８年３月３１日までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、

建築物石綿含有建材調査に関して５年以上の実務経験を有する者

建築行政に関して２年以上の実務の経験を有する者

第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、建築物石綿含有建材調

査に関して５年以上の実務経験を有する者

労働安全衛生法第93条第１項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の

産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者

労働基準監督官として２年以上その職務に従事した経験を有する者

(別紙)

労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習修了者

学校教育法による大学（短期大学を除く。）において、建築に関する正規の課程又

はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して２年以上の実務の経験を

有する者

学校教育法による短期大学（修業年限が３年であるものに限り、同法による専門職

大学の３年の前期課程を含む。）において、建築に関する正規の課程又はこれに相

当する課程（夜間において授業を行うものを除く。）を修めて卒業した後（同法に

よる専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。受講区分４において同

じ。）、建築に関して３年以上の実務の経験を有する者

学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。）又は高等

専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業

した後、建築に関して４年以上の実務の経験を有する者 （受講区分３に該当する者

を除く。）

受　　講　　資　　格

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又

はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して７年以上の実務経験を有

する者

建築に関して11年以上の実務の経験を有する者


